
        令和５年５月 31 日 

庁舎整備担当部 

 

   世田谷区本庁舎等整備工事の 1期工事完成日の再延伸の申し入れについて 

 

１ 主旨 

 本庁舎等整備工事については、令和４年 12 月、工事進捗の遅延により１期工事の完

成予定日を２ヶ月間延伸することとし、令和５年９月の１期棟完成に向けて工事を進

めてきた。 

 そうした中、５月 24 日付けで、工事受注者である大成建設株式会社東京支店より、

さらに最大で６ヶ月間の１期工事完成日の延伸が必要との申し入れ文書の提出があっ

た。区としては、突然の、受け入れ難い申し出であり、工事受注者に対して、「 工程遅

延にかかる経緯等報告書」の提出を求めているところである。今後、状況を検証の上、

改めて、当委員会で報告する。 

 

２ 延伸にかかる主な経緯 

令和４年 12 月 16 日 １期工事完成日の 2ケ月延伸について、ＤＸ推進・公共施設 

整備等特別委員会で報告 

５年「１月 31 日 １期工事完成日を 7 月末から 9 月末に修正した工程表を、工

事受注者より受領 

２月 28 日 確実な工程履行に向けた対策について、ＤＸ推進・公共施設 

整備等特別委員会で報告 

    「４月 15 日 夜間・休日工事実施に向けた隣接住民を対象とした説明会の 

開催 

「「「「「「「「「５月 13 日 （同上） 

    「５月 19 日「「工事受注者より、最大６ヶ月の工程延伸の申入れ（口頭） 

    「５月 23 日 特別職による工事受注者への事情聴取 

５月 24 日「「工事受注者より、上記内容の申し入れ文書を受領 

 

３ 区としての考え 

  工事受注者は、本年１月に、2ケ月延伸の修正工程表を作成し提出しており、現時

点での、６ヶ月延伸の申し入れは、区として理解できない事態であるので、その経緯、

原因等について、誠実な回答をまずは求めていく。 

 

４ 今後の予定 

令和５年６月上旬「「工事受注者より 工程遅延にかかる経緯等報告書」を受領 

    「 「   「  １期工事完成日の再延伸にかかる詳細並びに再延伸に伴う影響

について検証 

    「６月 21 日 上記検証結果について報告（本委員会） 
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